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令和６年度デザイン産業振興事業 

「デザイン活用推進事業」運営業務 

企画提案説明書（募集要項） 

 

１ 業務名 

「デザイン活用推進事業」運営業務 

 

２ 本書の目的 

本書は、一般財団法人さっぽろ産業振興財団（以下「財団」という。）が「デザイン活用推進

事業」運営業務の契約候補者を選定するための公募型企画競争に関して、必要な事項を定めるこ

とを目的とする。 

 

３ 業務内容 

「デザイン活用推進事業」運営業務企画提案説明書（仕様書）のとおり 

 

４ 参加資格 

札幌市の競争入札参加資格者名簿に登載されており、かつ次に掲げる⑴～⑸の全ての要件を満

たすものであること。 

ただし、札幌市の競争入札資格者名簿に登録されていないものであっても、次に掲げる⑴～⑸

の全ての要件を満たしており、かつ⑹～⑽のいずれにも該当しない場合は、後記「９ 提出書類

及び留意事項」に定める必要書面の提出を行うことで、参加の申し込みを行うことができる。な

お、これらの書面は参加申込書と同時に提出するものとする。 

⑴ 会社更生法（平成14年法律第154号）による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事

再生法（平成11年法律第225号）による再生手続開始の申立てがなされている者（手続開始の

決定後の者は除く。）等経営状況が著しく不健全なものでないこと。 

⑵ 札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成14年４月26日財政局理事決裁）の規定に基づく参加

停止の措置を受けている期間中でないこと。 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定

する暴力団又は札幌市暴力団の排除の推進に関する条例（平成25年条例第６号）第７条第１項

に規定する暴力団関係事業者でないこと。 

⑷ 共同請負を認めるときは、当該共同請負人がそれぞれ単独で又は他の者と共同して参加して

いないこと。 

⑸ 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

⑹ 特別の理由がある場合を除くほか、次のいずれかに該当する者。 

ア 契約を締結する能力を有しない者 

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

ウ 役員等（申請者が個人である場合にはその者を、申請者が法人である場合には その役員又 

はその支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、申請者が団体で 
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ある場合は代表者、理事等をいう。以下同じ。）が暴力団員（札幌市暴力団の排除の推進に関 

する条例第２条第２号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であると認められる者 

エ 暴力団（札幌市暴力団の排除の推進に関する条例第２条第１号に規定する暴力団をいう以

下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者 

オ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者 

カ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あ

るいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 

キ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

⑺ 札幌市との入札及び契約等において、次のいずれかに該当すると認められるもの及びそのも

のを代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者（ただし、その事実があ

った後、既に３年を経過した者、又はこれらの事由により既に札幌市競争入札参加停止等措置

要領に基づく参加停止の措置を受けた者を除く。） 

ア 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しく

は数量に関して不正の行為をした者 

イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、

若しくは不正の利益を得るために連合した者 

ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

エ 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 234 条の２第１項の規定による監督又は検査の

実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者 

カ 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の

事実に基づき過大な額で行った者 

キ 競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、

支配人その他の使用人として使用した者 

⑻ 直前１期の決算（当該期の会計期間が 12 月に満たない場合は直前２期の決算）における製

造、販売、請負等の実績高がない者 

⑼ 不渡手形又は不渡り小切手を発行して、銀行当座取引を停止された者で、２年を経過しない者 

⑽ 市区町村税又は消費税・地方消費税、法人税等を滞納している者 

 

５ 企画提案を求める事項 

以下の⑴～⑸について企画提案書を作成するものとする。なお、提案にあたっては、デザイナ

ー等及び中小企業者の課題やニーズを踏まえたうえで、対象ごとに各プログラムの目的、ゴール、

講師、参加メリット等やその実施手法などを明確にするとともに、統計情報や各種調査レポート、

自社の業務実績など、できる限り客観的なデータを用いた提案書にするよう努めること。 

⑴ 受託者情報 

提案者の強みや特長、業務実績などを交えた自社紹介を記載すること。 

⑵ 企画提案の概要(実施方針) 
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本事業の業務仕様書を踏まえ、実施に当たっての基本的な考え、企画の特長、狙い等を明らか

にすること。 

⑶ 個別の実施内容に関する提案 

別添「仕様書」の「４ 業務内容」に記載している各項目について、具体的な方法や、実施に

当たっての視点・考え方をそれぞれ提案すること。特に、下記の項目については明示すること。 

 本事業の背景と目的を踏まえた効果的なプログラム内容（目標、ねらい、構成、講師など）。 

 プログラムの実施回数や参加想定人数、開催日程、実施形態、実施体制、運営・進行方法な

ど。なお、それぞれの想定事項の根拠等も可能な限り記載すること。 

 対象者（デザイナー等及び企業）を集めるための手法とその有用性。 

 本事業の知見や経験となり得る過去に実施したイベント、プログラム、セミナー等の企画書

もしくは実施報告書などがあれば提出することを推奨する。なお、本事業を実行する上で、

必要な経験や演出力、構築力を示すことができれば、種類は問わない。 

 事業実施後の報告及び提言に向けた調査項目及び調査手法等。 

⑷ 業務体制・スケジュール及び予算 

ア 全体の業務体制（人員体制を含む。但し、必ずしも氏名を明示する必要はない）及び業務の

統括責任者、各パートの責任者を示すこと。 

イ 提案者及び業務体制を構成する事業者の会社概要並びにこれまでの類似業務の実施実績を

示すこと。 

ウ 準備期間を含めた業務スケジュールを示すこと。 

エ 提案内容に基づく予算内訳を示すこと。 

 

６ 予算上限額 

5,000,000 円（消費税及び地方消費税の額を含む）  

※上記金額は、規模を示すものであり、契約は別途設定する予定価格の範囲内で行う。  

 

７ 契約候補者の選定方法 

⑴ 審査  

「デザイン活用推進事業」運営業務企画競争実施委員会(以下「実施委員会」という。) におい

て、提案された企画のプレゼンテーション審査を実施し、１者を選定する。 

⑵ 審査基準 

下表のとおり。 

⑶ 評価方法・最低基準点 

実施委員会の各委員による採点を合計する総合点数評価とする。また、最低基準点を満点の６

割とし、最低基準点に満たない場合は、契約候補者としない。 

⑷ 採点が同点の場合の取扱 

 同点の事業者が２者以上あった場合には、実施委員会で協議のうえ選定する。 

⑸ 参加者が１者であった場合 

最低基準点（満点の６割）以上の場合に限り契約候補者として選定する。 
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【審査項目】 

審査項目 審査の観点と重みづけ 配点 

１ 業務執行能力（２５点） 

類似業務実績（×１） ・業務全体を円滑に進められると判断できる程度の業務実績があるか ５点 

業務執行体制及びスケ

ジュール（×２） 

・業務従事者の経験、実績等の有効性の観点から、業務全体を円滑に進め

られる執行体制及び業務スケジュールとなっているか。 
10 点 

予算との整合性（×２） ・見積額が提案内容に照らして適正であるか。 10 点 

２ 企画提案内容(７５点) 

業務への理解度 

（×２） 

・事業背景や業務目的を理解し、対象者の声やニーズを参考に的確な考え

やねらいを導き出し、本事業の方針に反映しているか。 
10 点 

プログラムの企画運営

（デザイナー等向け） 

（×４） 

・企業価値の向上に繋がるデザイナー等の役割や仕事の領域、その新たな

可能性について、対象者である札幌市のデザイナー等の理解促進が図られ

る内容であり、かつ、それらの実践において必要なプロデュースやマネジメン

ト等の知識・ノウハウ等を提供できる効果的なプログラム設計になっているか。 

・講師等の候補者は、中小企業との連携や協業等において、様々な経験・実

績を持つデザイナー等を提案しているか。 

・プログラムの参加メリットやゴール設定が明確であり、テーマに沿った講師選

定や開催手法等においても、デザイナー等の学びが深まるよう工夫がされて

いるか。 

20 点 

プログラムの企画運営

（企業向け） 

（×４） 

・企業価値の向上や、商品・サービスの高付加価値化に繋がる企業の戦略

的なデザイン活用について、対象者である札幌市の企業の理解促進が図ら

れる内容であり、かつ、それらの実践において必要なデザインリテラシーやマ

ーケティング等の知識・ノウハウ等を提供できる効果的なプログラム設計にな

っているか。 

・プログラムの参加メリットやゴール設定が明確であり、テーマに沿った講師選

定や開催手法等においても、企業の学びが深まるよう工夫がされているか。 

20 点 

プログラムの企画運営

（共通）（×３） 

・デザイナー等と企業のビジネス連携において、双方に必要なデザイン活用

の知識やノウハウ等を提供できる効果的なプログラム設計になっているか。 

・デザイナー等と企業の共通プログラムとして、より期待される効果やゴール

設定が明確であり、テーマに沿った講師選定や開催手法等においても、双

方にとって学びが深まるよう工夫がされているか。 

15 点 

募集と周知 

（×１） 

・事業全体のブランドイメージをデザインした上で、対象者にしっかりと届く周

知方法を提案しているか。また、事業の魅力を広くＰＲ出来るものになってい

るか。 

５点 

提言に向けた調査項目

等（×１） 

・調査項目及び調査方法が、事業実施後の報告・提言に向けて効果をもたら

すものとして期待がもてるか。 
５点 
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８ 企画提案に係る手続き・スケジュール  

⑴ 手続き関係様式   

様式を定めるものは以下のとおり。 

① 参加意向申出書 様式１ 

② 企画提案申込書 様式２ 

③ 企画提案者概要 様式３ 

④ 質問書 様式４ 

⑤ 申出書 様式５ 

 

⑵ スケジュール 

① 質問の受付／令和６年９月 12 日（木）17：00 締切  

 

・様式４に、要旨を簡潔にまとめて提出すること。 

・提出方法は、電子メールとする（送信先は後記 11 に記載）。  

・電子メールのタイトルは「『デザイン活用推進事業』運営業務 質問書（事業者名）」とす

る。 

・質問の回答は、電子メールにより随時行うとともに、公開する必要があると認める場合は、

ホームページで公開する（質問を行った事業者名等は公開しない）。 

② 参加意向申出書の受付／令和６年９月 17 日（火）17：00 締切 

 

・後記９⑴の「参加意向申出書（様式１）」を提出すること。 

・提出方法は、書留郵便やレターパック等受領確認ができる方法で送付（締切日必着）又は

持参（土・日・祝日を除く 9：00～17：00）とする（提出先は後記 11 に記載）。  

・参加資格審査結果は個別に通知する。 

・提出書類に不備・不足がある場合は受け付けない。 

③ 企画提案の受付／令和６年９月 24 日（火）17:00 締切 

 

・後記９⑴記載の以下を全て提出すること。 

「企画提案申込書（様式２）」 

「企画提案者概要（様式３）」 

「企画提案書（様式任意）」 

「見積書（様式任意）」 

・企画提案書（様式任意）は、Ａ４判（縦・横不問）とし、各ページにはページ番号を記載

すること。 

・見積書（様式任意）は、積算根拠が分かるように記載すること。なお、当該見積額は、企

画書が選定された事業者との契約額を確定するものではない。 

・提出方法は、書留郵便やレターパック等受領確認ができる方法で送付（締切日必着）又は

持参（土・日・祝日を除く 9：00～17：00）とする（送付先は後記 11 に記載）。なお、「企

画提案者概要（様式３）」、「企画提案書」及び「見積書」については、同内容の電子ファイ

ル（PDF ファイル形式）を提出すること（提出方法は電子メールとし、送信先は後記 11 の
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とおり。送信できない場合は、別途提出方法を協議すること）。 

・提出書類に不備・不足がある場合は受け付けない。 

④ プレゼンテーション審査の実施／令和６年９月 30 日（月） 

 

・開始時間は別途連絡する。 

・場所は札幌市産業振興センター会議室（札幌市白石区東札幌５条１丁目１番１号）とする。 

・参加方法は、原則対面による参加とするが、やむを得ない事由がある場合は、オンライン

による参加を可とする。オンライン参加を希望する場合は、「参加意向申出書」の提出（９

月 17 日締切）と併せてその旨を事務局へ伝えることとする。 

・出席者は統括責任者を含め最大３名までとする。 

・プレゼンテーションは１事業者につき 35 分間（提案説明 20 分、質疑 15 分）とし、順次個

別に行う。 

・事前に提出された企画提案書に基づいて、企画提案をすること。当日の資料の追加は認め

ない。 

・当日のプレゼンテーションは、提出済み資料を使用することとする。プレゼンテーション

用の資料、PC、投影モニターは事務局で準備する。 

・プレゼンテーションに出席しない事業者の提案は無効とする。  

⑤ 審査結果通知／プレゼンテーション審査実施後 

 
・審査の結果は、速やかに提案者全員に対し、文書により通知する。 

・審査の過程については公表しない。 

⑥ 契約手続き／令和６年 10 月上旬［予定］ 

 

・本件業務の委託契約は、上記審査により選定された事業者の企画提案を基に、当該事業者

と財団における協議・調整を経て確定した仕様書に基づき、当該事業者から別途見積書の

提出を受けた後に締結する。詳細は、選定事業者に対し別途通知する。 

・選定した受託予定者が委託契約を辞退した場合は、企画提案の審査で次点の評価を受けた

事業者を選択する、ただし、次点の評価を受けた事業者が、最低基準点に満たない場合は

選定しない。 

 

９ 提出書類及び留意事項 

⑴ 提出書類  

ア 正本（１部）、副本（８部）、および電子データで提出すること。 

イ 正本は下記②～⑤の構成、副本は下記③～⑤の構成とする。 

ウ 正本にのみ提案事業者の名称、事業所の所在地、代表者の記名、押印、責任者の氏名、電話

番号、ＦＡＸ番号を記載し、副本には提案事業者を特定可能な情報の記載(会社名、住所、ロ

ゴマークなどプロポーザル参加者を特定できる表示)は行わないこと。提出にあたっては一

式をクリップで留めることとし、特別な製本は行わないこと。 
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【全ての事業者が提出する書類】 

 提出書類 部数 提出期限 

① 参加意向申出書（様式１）  
※オンライン参加を希望する場合は、「参加意向申出書」の
提出と併せてその旨を事務局へ伝えること。 

１部 
９月 17 日

（火） 

17 時まで 

札幌市競争入札参加資格認定通知書（物品・役務）の写し 

※札幌市競争入札参加資格者名簿に登録がない事業者
は、下記の【札幌市の競争入札資格者名簿に登録されて
いない者が提出する書面】を添付すること。 

１部 

② 企画提案申込書（様式２） 正本１部 

９月 24 日

（火） 

17 時まで 

③ 企画提案者概要（様式３） 正本１部 

副本８部 

④ 企画提案書（様式任意） 

※企画提案書は、添付資料も含めて、Ａ４判（縦・横不問）
最大 20 ページ(表紙及び目次を除く。)とする。各ページ
にはページ番号を記載すること。 

正本１部 

副本８部 

⑤ 見積書（様式任意） 

※積算根拠については「○○一式」ではなく、積算した作
業ごとに役割、単価および工数がわかるように記載するこ
と。なお、本積算額は企画提案書が選定された提案者との
契約額を確定するものではない。 

正本１部 

副本８部 

 

【札幌市の競争入札資格者名簿に登録されていない者が提出する書面】９月 17 日（火）まで 

 

⑵ 留意事項 

ア 企画提案書のページ数は指定しないが、提案時間の 20 分間を厳守し、時間内で効果的にプ

レゼンテーションをすること。 

イ 見積書は、積算根拠が分かるように記載すること。なお、当該見積額は、企画書が選定され

た事業者との契約額を確定するものではない。 

 

10 その他留意事項 

⑴ 本件企画競争に係る書類作成、提出等にかかる一切の費用は提案者の負担とする。 

提出書類 備考 

申出書（様式５）  

登記事項証明書 
・登記は現在事項証明または全部事項証明（写し可） 
・参加申込書の提出日から３ヶ月前の日以降に発行さ

れたもの 

財務諸表（直前２期分） ・貸借対照表、損益計算書 

納税証明書（市区町村税） 

・本店（契約権限を委任する場合は委任先）の所在地の
市区町村が発行する納税証明書(指名願・写し可) 

・参加申込書の提出日から３ヶ月前の日以降に発行さ
れたもの 

納税証明書（消費税・地方消費税） 
・未納がない旨の証明書(写し可) 
・参加申込書の提出日から３ヶ月前の日以降に発行さ

れたもの 
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⑵ 提出書類の撤回・再提出及び修正は認めない。（軽微な修正は除く） 

⑶ 提出書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

⑷ 同一の事業者からの複数の企画提案書の提出は認めない。 

⑸ 財団が選定にあたり必要と認めるときは、追加書類の提出を求めることがある。 

⑹ 提出書類は、理由の如何を問わず返却しない。 

⑺ 提案者は、本件企画競争に必要な場合、提出書類等を財団が利用することを許諾することとす

る（複製の作成など）。 

⑻ 本件企画競争の参加者は、財団から提供する情報を本件企画競争の提案に係るもの以外の用

途に使用してはならない。 

⑼ 企画提案の提出後に辞退する場合は、辞退届（様式任意）を提出すること。  

 

11 企画提案書等提出・問い合わせ先 

〒003-0005 札幌市白石区東札幌５条１丁目１番１号 札幌市産業振興センター 

一般財団法人さっぽろ産業振興財団  

プロジェクト推進部 クリエイティブ産業振興課 岡田・伊藤 

電話：011-817-5711   E-mail：info@creative-sapporo.jp 


